
(57)【要約】

【課題】基地局装置等においてシステムが過負荷により

ダウンすることを防止し、安定した処理を継続すること

ができる負荷制御方法及び負荷制御装置を提供する。

【解決手段】複数の処理に要する負荷を各処理毎の負荷

記憶部１０１に記憶するとともに、処理規制閾値を処理

規制閾値記憶部１０７に予め記憶しておく。また、現在

の負荷記憶部１０８に現在の負荷を記憶する。そして、

要求された処理の処理種別を処理種別判定部１０２で判

定し、当該処理に要する負荷を各処理毎の負荷記憶部１

０１から読み出し、この負荷を加算して現在の負荷を更

新する。次に、過負荷状態判定部１０５で、更新した現

在の負荷による予測現在負荷の値が、処理規制閾値を越

えるか否かを判断する。この判定に基づき、予測現在負

荷が処理規制閾値より小さくて過負荷でない場合に、処

理部１０４は当該要求された処理を実行する。

【選択図】　図１
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
現 在 の 負 荷 に 応 じ て 、 要 求 さ れ た 処 理 の 実 行 の 可 否 を 判 断 す る プ ロ セ ッ サ に よ る 負 荷 制 御
方 法 で あ っ て 、
複 数 の 処 理 に 要 す る 負 荷 及 び 処 理 規 制 閾 値 を 予 め 記 憶 し て お く ス テ ッ プ と 、
前 記 要 求 さ れ た 処 理 に 要 す る 負 荷 を 読 み 出 す ス テ ッ プ と 、
前 記 読 み 出 さ れ た 負 荷 を 現 在 の 負 荷 に 加 算 し て 予 測 現 在 負 荷 を 演 算 す る ス テ ッ プ と 、
前 記 予 測 現 在 負 荷 が 前 記 処 理 規 制 閾 値 よ り も 小 さ い 場 合 に 、 当 該 要 求 さ れ た 処 理 を 実 行 す
る ス テ ッ プ と 、
を 含 む こ と を 特 徴 と す る 負 荷 制 御 方 法 。
【 請 求 項 ２ 】
前 記 予 測 現 在 負 荷 が 所 定 の 閾 値 よ り も 大 き い 場 合 に は 、 前 記 要 求 さ れ た 処 理 の 実 行 を 規 制
す る と 共 に 、 要 求 さ れ た 処 理 に 要 す る 負 荷 を 前 記 予 測 現 在 負 荷 か ら 減 算 し て 、 現 在 負 荷 と
し て 現 在 の 負 荷 記 憶 部 に 記 憶 す る ス テ ッ プ を 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 負 荷
制 御 方 法 。
【 請 求 項 ３ 】
現 在 の 負 荷 記 憶 部 に 記 憶 さ れ て い る 現 在 の 負 荷 は 、 所 定 の 周 期 で 測 定 さ れ る 負 荷 に 応 じ て
更 新 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ に 記 載 の 負 荷 制 御 方 法 。
【 請 求 項 ４ 】
現 在 の 負 荷 記 憶 部 に 記 憶 さ れ て い る 現 在 の 負 荷 は 、 処 理 を 終 了 し た 処 理 に 対 応 し た 負 荷 だ
け 、 減 算 更 新 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ に 記 載 の 負 荷 制 御 方 法 。
【 請 求 項 ５ 】
前 記 複 数 の 処 理 に 要 す る 負 荷 及 び 前 記 処 理 規 制 閾 値 を 、 ネ ッ ト ワ ー ク を 介 し て 設 定 す る ス
テ ッ プ を 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ な い し ４ の い ず れ か に 記 載 の 負 荷 制 御 方 法 。
【 請 求 項 ６ 】
前 記 複 数 の 処 理 に 要 す る 負 荷 は 、 各 処 理 の 実 行 に 伴 う 負 荷 を 任 意 に 測 定 し て 、 随 時 更 新 さ
れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ な い し ５ の い ず れ か に 記 載 の 負 荷 制 御 方 法 。
【 請 求 項 ７ 】
前 記 予 測 現 在 負 荷 が 所 定 の 閾 値 よ り も 大 き い 場 合 に は 、 前 記 要 求 さ れ た 処 理 の 実 行 を 規 制
す る 場 合 に 、 別 の プ ロ セ ッ サ に 当 該 要 求 さ れ た 処 理 の 実 行 を 振 り 分 け る ス テ ッ プ を 含 む こ
と 特 徴 と す る 請 求 項 ２ な い し ５ の い ず れ か に 記 載 の 負 荷 制 御 方 法 。
【 請 求 項 ８ 】
現 在 の 負 荷 に 応 じ て 、 要 求 さ れ た 処 理 の 実 行 の 可 否 を 判 断 す る プ ロ セ ッ サ に よ る 負 荷 制 御
装 置 で あ っ て 、
現 在 の 負 荷 を 記 憶 す る 現 在 の 負 荷 記 憶 部 と 、
各 処 理 毎 の 処 理 に 要 す る 負 荷 を 記 憶 す る 処 理 毎 の 負 荷 記 憶 部 と 、
処 理 規 制 閾 値 を 予 め 記 憶 し て お く 処 理 規 制 閾 値 記 憶 部 と 、
前 記 処 理 に 要 す る 負 荷 を 現 在 の 負 荷 に 加 算 し た 予 測 現 在 負 荷 の 値 が 、 前 記 処 理 規 制 閾 値 を
越 え る か 否 か を 判 断 す る 過 負 荷 状 態 判 定 部 と 、
前 記 過 負 荷 状 態 判 定 部 の 判 定 に 基 づ き 、 過 負 荷 で な い 場 合 に 当 該 要 求 さ れ た 処 理 を 実 行 す
る 処 理 部 と 、
を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 負 荷 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ９ 】
前 記 現 在 の 負 荷 記 憶 部 に 記 憶 さ れ る 負 荷 は 、 所 定 の 周 期 で 測 定 さ れ る 負 荷 に 応 じ て 更 新 さ
れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ８ に 記 載 の 負 荷 制 御 装 置 。
【 請 求 項 １ ０ 】
前 記 予 測 現 在 負 荷 が 所 定 の 閾 値 よ り も 大 き い 場 合 に は 、 前 記 要 求 さ れ た 処 理 の 実 行 を 規 制
す る 場 合 に 、 別 の プ ロ セ ッ サ に 当 該 要 求 さ れ た 処 理 の 実 行 を 振 り 分 け る 複 数 の プ ロ セ ッ サ
に よ る マ ル チ プ ロ セ ッ サ 構 成 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ８ ま た は ９ に 記 載 の 負 荷 制 御
装 置 。
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【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 ０ ０ ０ １ 】
【 発 明 の 属 す る 技 術 分 野 】
本 発 明 は 、 将 来 の 負 荷 の 予 測 に よ る シ ス テ ム の 最 適 化 を 制 御 す る 装 置 に 関 し 、 特 に 、 負 荷
の 監 視 及 び 負 荷 の 制 御 機 能 を 有 す る 移 動 体 通 信 シ ス テ ム の 基 地 局 装 置 、 又 は 交 換 機 、 ネ ッ
ト ワ ー ク な ど に お け る 負 荷 制 御 方 法 及 び 負 荷 制 御 装 置 に 関 す る 。
【 ０ ０ ０ ２ 】
【 従 来 の 技 術 】
移 動 体 通 信 シ ス テ ム の 基 地 局 装 置 、 又 は 交 換 機 、 ネ ッ ト ワ ー ク な ど に お い て は 、 通 信 制 御
と し て 呼 制 御 な ど を 行 い 、 負 荷 の 監 視 及 び 制 御 を 制 御 部 で 行 う よ う に し て い る 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
従 来 技 術 に よ る 呼 制 御 を 行 う 場 合 で の 輻 輳 状 態 回 避 方 法 と し て は 、 特 開 ２ ０ ０ ０ － １ ９ ７
０ ９ ４ 号 公 報 （ 特 許 文 献 １ ） に 記 載 の 呼 振 り 分 け 方 式 な ど の 方 法 が 採 ら れ て き た 。 こ れ は
、 一 定 時 間 で 負 荷 を 測 定 す る な ど し て 定 期 的 に プ ロ セ ッ サ の 負 荷 を 測 定 し 、 あ ら か じ め 設
定 し て お い た 処 理 規 制 閾 値 を 超 え て い た ら 処 理 を 受 け 付 け な い 規 制 を す る も の で あ る 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
【 特 許 文 献 １ 】
特 開 ２ ０ ０ ０ － １ ９ ７ ０ ９ ４ 号 公 報
【 ０ ０ ０ ５ 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
前 述 し た 従 来 例 の 輻 輳 状 態 回 避 方 法 で は 、 負 荷 状 態 を 周 期 的 に 監 視 し 、 そ の 結 果 を 基 に 規
制 す る か ど う か の 判 断 を し て い る た め 、 規 制 処 理 が 後 手 後 手 に な り 、 対 応 が 遅 れ て し ま う
と い う 問 題 点 が あ っ た 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
本 発 明 は 、 か か る 点 に 鑑 み て な さ れ た も の で あ り 、 そ の 目 的 は 、 移 動 体 通 信 シ ス テ ム の 基
地 局 装 置 な ど に お い て 、 シ ス テ ム が 過 負 荷 に よ り ダ ウ ン す る こ と を 防 止 し 、 安 定 し た 処 理
を 継 続 す る こ と が で き る 負 荷 制 御 方 法 及 び 負 荷 制 御 装 置 を 提 供 す る こ と に あ る 。
【 ０ ０ ０ ７ 】
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
本 発 明 の 負 荷 制 御 方 法 は 、 現 在 の 負 荷 に 応 じ て 、 要 求 さ れ た 処 理 の 実 行 の 可 否 を 判 断 す る
プ ロ セ ッ サ に よ る 負 荷 制 御 方 法 で あ っ て 、 複 数 の 処 理 に 要 す る 負 荷 及 び 処 理 規 制 閾 値 を 予
め 記 憶 し て お く ス テ ッ プ と 、 前 記 要 求 さ れ た 処 理 に 要 す る 負 荷 を 読 み 出 す ス テ ッ プ と 、 前
記 読 み 出 さ れ た 負 荷 を 現 在 の 負 荷 に 加 算 し て 予 測 現 在 負 荷 を 演 算 す る ス テ ッ プ と 、 前 記 予
測 現 在 負 荷 が 前 記 処 理 規 制 閾 値 よ り も 小 さ い 場 合 に 、 当 該 要 求 さ れ た 処 理 を 実 行 す る ス テ
ッ プ と 、 を 含 む こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
こ の 手 順 に よ り 、 移 動 体 通 信 シ ス テ ム の 基 地 局 装 置 や 交 換 機 な ど に お い て 、 要 求 さ れ た 処
理 に 要 す る 負 荷 の 増 加 分 （ 上 昇 値 ） を も 考 慮 し た 制 御 が 可 能 に な り 、 従 来 行 わ れ て い た よ
う な 、 現 在 の 負 荷 を 定 周 期 で 監 視 し 、 そ の 結 果 を 現 在 の 負 荷 と し て 記 憶 し 、 処 理 に 規 制 を
か け る か ど う か の 判 定 を 行 う も の と 比 較 し て 、 要 求 さ れ た 処 理 を 実 行 し た 将 来 の 負 荷 を 予
測 し た 負 荷 制 御 が 可 能 と な る 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
ま た 、 前 記 予 測 現 在 負 荷 が 所 定 の 閾 値 よ り も 大 き い 場 合 に は 、 前 記 要 求 さ れ た 処 理 の 実 行
を 規 制 す る と 共 に 、 要 求 さ れ た 処 理 に 要 す る 負 荷 を 前 記 予 測 現 在 負 荷 か ら 減 算 し て 、 現 在
負 荷 と し て 現 在 の 負 荷 記 憶 部 に 記 憶 す る ス テ ッ プ を 含 む こ と を 特 徴 と す る 。 こ の 手 順 に よ
り 、 要 求 さ れ た 処 理 を 規 制 す る （ 実 行 し な い ） 場 合 に も 、 現 在 の 負 荷 を 正 確 に 記 憶 し て お
く こ と が 可 能 と な る 。
【 ０ ０ １ ０ 】
ま た 、 現 在 の 負 荷 記 憶 部 に 記 憶 さ れ て い る 現 在 の 負 荷 は 、 所 定 の 周 期 で 測 定 さ れ る 負 荷 に
応 じ て 更 新 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 。 こ の 手 順 に よ り 、 よ り 正 確 な 現 在 の 負 荷 を 記 憶 し て
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お く こ と が 可 能 と な る 。
【 ０ ０ １ １ 】
ま た 、 現 在 の 負 荷 記 憶 部 に 記 憶 さ れ て い る 現 在 の 負 荷 は 、 処 理 を 終 了 し た 処 理 に 対 応 し た
負 荷 だ け 、 減 算 更 新 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 。 こ の 手 順 に よ り 、 処 理 の 終 了 に 応 じ た 現 在
の 負 荷 を 記 憶 す る こ と が 可 能 と な る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
ま た 、 前 記 複 数 の 処 理 に 要 す る 負 荷 及 び 前 記 処 理 規 制 閾 値 を 、 ネ ッ ト ワ ー ク を 介 し て 設 定
す る ス テ ッ プ を 含 む こ と を 特 徴 と す る 。 こ の 手 順 に よ り 、 当 該 装 置 か ら 離 れ た 遠 隔 地 か ら
の 設 定 が 可 能 で あ る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
ま た 、 前 記 複 数 の 処 理 に 要 す る 負 荷 は 、 各 処 理 の 実 行 に 伴 う 負 荷 を 任 意 に 測 定 し て 、 随 時
更 新 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 。 こ の 手 順 に よ り 、 自 動 負 荷 測 定 手 段 な ど に よ っ て 各 処 理 の
実 行 に 伴 う 負 荷 を 測 定 し て 随 時 更 新 す る こ と に よ っ て 、 正 確 な 負 荷 の 設 定 が 可 能 に な る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
ま た 、 前 記 予 測 現 在 負 荷 が 所 定 の 閾 値 よ り も 大 き い 場 合 に は 、 前 記 要 求 さ れ た 処 理 の 実 行
を 規 制 す る 場 合 に 、 別 の プ ロ セ ッ サ に 当 該 要 求 さ れ た 処 理 の 実 行 を 振 り 分 け る ス テ ッ プ を
含 む こ と 特 徴 と す る 。 こ の 手 順 に よ り 、 処 理 の 合 理 的 な 分 散 が 可 能 に な る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
本 発 明 の 負 荷 制 御 装 置 は 、 現 在 の 負 荷 に 応 じ て 、 要 求 さ れ た 処 理 の 実 行 の 可 否 を 判 断 す る
プ ロ セ ッ サ に よ る 負 荷 制 御 装 置 で あ っ て 、 現 在 の 負 荷 を 記 憶 す る 現 在 の 負 荷 記 憶 部 と 、 各
処 理 毎 の 処 理 に 要 す る 負 荷 を 記 憶 す る 処 理 毎 の 負 荷 記 憶 部 と 、 処 理 規 制 閾 値 を 予 め 記 憶 し
て お く 処 理 規 制 閾 値 記 憶 部 と 、 前 記 処 理 に 要 す る 負 荷 を 現 在 の 負 荷 に 加 算 し た 予 測 現 在 負
荷 の 値 が 、 前 記 処 理 規 制 閾 値 を 越 え る か 否 か を 判 断 す る 過 負 荷 状 態 判 定 部 と 、 前 記 過 負 荷
状 態 判 定 部 の 判 定 に 基 づ き 、 過 負 荷 で な い 場 合 に 当 該 要 求 さ れ た 処 理 を 実 行 す る 処 理 部 と
、 を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
こ の 構 成 に よ り 、 移 動 体 通 信 シ ス テ ム の 基 地 局 装 置 や 交 換 機 な ど に お い て 、 要 求 さ れ た 処
理 に 要 す る 負 荷 の 増 加 分 （ 上 昇 値 ） を も 考 慮 し た 制 御 が 可 能 な 負 荷 制 御 装 置 が 実 現 可 能 と
な る 。
【 ０ ０ １ ７ 】
ま た 、 前 記 現 在 の 負 荷 記 憶 部 に 記 憶 さ れ る 負 荷 は 、 所 定 の 周 期 で 測 定 さ れ る 負 荷 に 応 じ て
更 新 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 。 こ の 構 成 に よ り 、 よ り 正 確 な 負 荷 を 記 憶 可 能 な 負 荷 制 御 装
置 が 実 現 で き る よ う に な る 。
【 ０ ０ １ ８ 】
ま た 、 前 記 予 測 現 在 負 荷 が 所 定 の 閾 値 よ り も 大 き い 場 合 に は 、 前 記 要 求 さ れ た 処 理 の 実 行
を 規 制 す る 場 合 に 、 別 の プ ロ セ ッ サ に 当 該 要 求 さ れ た 処 理 の 実 行 を 振 り 分 け る 複 数 の プ ロ
セ ッ サ に よ る マ ル チ プ ロ セ ッ サ 構 成 で あ る こ と を 特 徴 と す る 。 こ の 構 成 に よ り 、 複 数 の プ
ロ セ ッ サ 間 で 合 理 的 な 処 理 の 振 り 分 け が 可 能 な 負 荷 制 御 装 置 が 実 現 で き る よ う に な る 。
【 ０ ０ １ ９ 】
【 発 明 の 実 施 の 形 態 】
以 下 、 図 面 を 参 照 し て 本 発 明 の 実 施 形 態 を 説 明 す る 。
図 １ は 本 発 明 の 一 実 施 形 態 に 係 る 負 荷 制 御 方 法 及 び 負 荷 制 御 装 置 を 実 現 す る 基 地 局 装 置 の
構 成 例 を 示 す ブ ロ ッ ク 図 で あ る 。 こ の 基 地 局 装 置 は 、 負 荷 の 監 視 及 び 負 荷 の 制 御 機 能 を 有
す る 移 動 体 通 信 シ ス テ ム の 基 地 局 装 置 の 制 御 ブ ロ ッ ク の 構 成 で あ り 、 各 処 理 毎 の 将 来 の 負
荷 の 予 測 に よ り 処 理 規 制 を 制 御 す る 手 段 を 有 す る 。 な お 、 基 地 局 装 置 だ け で な く 、 交 換 機
、 ネ ッ ト ワ ー ク な ど に お け る 制 御 装 置 に も 同 様 に 適 用 可 能 で あ る 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
図 １ に お い て 、 基 地 局 装 置 １ ０ ０ は 、 各 処 理 毎 の 負 荷 記 憶 部 １ ０ １ と 、 処 理 種 別 判 定 部 １
０ ２ と 、 受 信 部 １ ０ ３ と 、 処 理 部 １ ０ ４ と 、 過 負 荷 状 態 判 定 部 １ ０ ５ と 、 規 制 状 態 記 憶 部
１ ０ ６ と 、 処 理 規 制 閾 値 記 憶 部 １ ０ ７ と 、 現 在 の 負 荷 記 憶 部 １ ０ ８ と 、 現 在 の 負 荷 と 監 視
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結 果 負 荷 比 較 部 １ ０ ９ と 、 負 荷 監 視 部 １ １ ０ と 、 タ イ マ １ １ １ と を 有 し て 構 成 さ れ て い る
。 な お 、 処 理 種 別 判 定 部 １ ０ ２ 、 処 理 部 １ ０ ４ 、 過 負 荷 状 態 判 定 部 １ ０ ５ 、 現 在 の 負 荷 と
監 視 結 果 負 荷 比 較 部 １ ０ ９ 、 負 荷 監 視 部 １ １ ０ は 、 装 置 に 設 け た プ ロ セ ッ サ に お け る 所 定
の 処 理 プ ロ グ ラ ム の 実 行 に よ り 実 現 さ れ る 。
【 ０ ０ ２ １ 】
各 処 理 毎 の 負 荷 記 憶 部 １ ０ １ は 、 基 地 局 装 置 １ ０ ０ に お け る 、 負 荷 の 監 視 及 び 負 荷 の 制 御
に 伴 う 、 各 処 理 を 実 行 し た 時 に 予 想 さ れ る 負 荷 上 昇 値 が 各 処 理 毎 に 記 憶 さ れ て い る 。 処 理
種 別 判 定 部 １ ０ ２ は 、 受 信 部 １ ０ ３ で 受 信 し た 処 理 種 別 を 判 定 し 、 各 処 理 毎 の 負 荷 記 憶 部
１ ０ １ か ら 該 当 す る 値 を 読 み 出 し 、 読 み 出 し た 値 を 、 現 在 の 負 荷 記 憶 部 １ ０ ８ に 記 憶 さ れ
て い る 現 在 の 負 荷 へ 加 算 更 新 又 は 減 算 更 新 す る 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
受 信 部 １ ０ ３ は 、 発 生 し た 処 理 を 受 け 付 け 、 そ の 処 理 に 関 す る 情 報 を 処 理 種 別 判 定 部 １ ０
２ に 送 信 す る 。 処 理 部 １ ０ ４ は 、 受 信 部 １ ０ ３ で 受 け 付 け た 処 理 を 実 行 す る 。 過 負 荷 状 態
判 定 部 １ ０ ５ は 、 処 理 規 制 閾 値 記 憶 部 １ ０ ７ に 記 憶 さ れ た 閾 値 と 現 在 の 負 荷 記 憶 部 １ ０ ８
で 記 憶 さ れ た 現 在 の 負 荷 を 比 較 し 、 比 較 し た 結 果 を 規 制 状 態 記 憶 部 １ ０ ６ に 規 制 状 態 を 保
存 す る 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
規 制 状 態 記 憶 部 １ ０ ６ は 、 過 負 荷 状 態 判 定 部 １ ０ ５ で の 判 定 結 果 を 記 憶 す る 。 処 理 規 制 閾
値 記 憶 部 １ ０ ７ は 、 予 め 決 め ら れ た 処 理 規 制 閾 値 を 記 憶 し て お り 、 こ の 処 理 規 制 閾 値 は 過
負 荷 の 判 定 に 使 用 さ れ る 。 現 在 の 負 荷 記 憶 部 １ ０ ８ は 、 現 在 の 負 荷 を 記 憶 す る 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
現 在 の 負 荷 と 監 視 結 果 負 荷 比 較 部 １ ０ ９ は 、 負 荷 監 視 部 １ １ ０ で 一 定 周 期 で 測 定 さ れ た 負
荷 の 値 と 、 現 在 の 負 荷 記 憶 部 １ ０ ８ に 記 憶 さ れ て い る 現 在 の 負 荷 の 値 を 比 較 し 、 負 荷 監 視
部 １ １ ０ で 得 ら れ た 値 の 方 が 大 き け れ ば 、 そ の 負 荷 の 値 を 現 在 の 負 荷 記 憶 部 １ ０ ８ に 保 存
す る 。 負 荷 監 視 部 １ １ ０ は 、 一 定 周 期 で 負 荷 を 測 定 す る 。 タ イ マ １ １ １ は 、 各 部 に 時 刻 を
供 給 す る 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
次 に 、 図 ２ な い し 図 ５ を 参 照 し て 本 実 施 形 態 の 詳 細 動 作 に つ い て 説 明 す る 。
ま ず 、 処 理 開 始 時 の 動 作 に つ い て 説 明 す る 。 図 ２ は 処 理 開 始 時 の 手 順 を 示 す フ ロ ー チ ャ ー
ト で あ る 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
処 理 開 始 時 に は 、 図 ２ に 示 す よ う に 、 過 負 荷 で あ る か ど う か 判 定 し 、 過 負 荷 で あ れ ば 処 理
を 規 制 し 、 過 負 荷 で な け れ ば 処 理 を 実 行 す る 。 以 下 、 そ の 詳 細 を 図 ２ の フ ロ ー チ ャ ー ト に
示 す 処 理 手 順 に 従 っ て 説 明 す る 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
ま ず 、 現 在 の 負 荷 が 処 理 規 制 閾 値 記 憶 部 １ ０ ７ に 記 憶 さ れ て い る 予 め 決 め ら れ た 規 制 閾 値
よ り 大 き い か 否 か の 判 断 を 、 過 負 荷 状 態 判 定 部 １ ０ ５ で 実 行 す る （ ス テ ッ プ Ｓ １ ） 。 ス テ
ッ プ Ｓ １ の 判 断 で 、 Ｙ Ｅ Ｓ （ 過 負 荷 ） の 場 合 に は 、 処 理 を 規 制 し て （ ス テ ッ プ Ｓ ８ ） 終 了
す る 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
一 方 、 ス テ ッ プ Ｓ １ の 判 断 で 、 Ｎ Ｏ （ 過 負 荷 で な い ） の 場 合 に は 、 受 信 部 １ ０ ３ で 受 信 し
た 処 理 の 処 理 種 別 の 判 定 を 処 理 種 別 判 定 部 １ ０ ２ で 実 行 す る （ ス テ ッ プ Ｓ ２ ） 。 そ し て 、
ス テ ッ プ Ｓ ２ で 得 ら れ た 処 理 種 別 に 対 応 し た 負 荷 を 各 処 理 毎 の 負 荷 記 憶 部 １ ０ １ か ら 読 み
出 す (ス テ ッ プ Ｓ ３ )。 続 い て 、 ス テ ッ プ Ｓ ３ で 読 み 出 さ れ た 負 荷 を 基 に 、 現 在 の 負 荷 を 加
算 に よ り 更 新 す る （ ス テ ッ プ Ｓ ４ ） 。 な お 、 こ の 場 合 の 現 在 の 負 荷 は 、 受 信 し た 新 た な 処
理 を 実 行 し た 際 に 生 じ る こ と が 予 測 さ れ る 現 在 負 荷 （ 予 測 現 在 負 荷 ） で あ る 。
【 ０ ０ ２ ９ 】
そ の 後 、 ス テ ッ プ Ｓ ４ の 更 新 処 理 で 得 ら れ た 現 在 の 負 荷 が 、 処 理 規 制 閾 値 記 憶 部 １ ０ ７ に
記 憶 さ れ て い る 予 め 決 め ら れ た 規 制 閾 値 よ り 大 き い か 否 か の 判 断 を 、 過 負 荷 状 態 判 定 部 １
０ ５ で 実 行 す る （ ス テ ッ プ Ｓ ５ ） 。 ス テ ッ プ Ｓ ５ の 判 断 で 、 Ｎ Ｏ （ 過 負 荷 で は な い ） の 場
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合 に は 、 当 該 処 理 を 実 行 す る （ ス テ ッ プ Ｓ ９ ） 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
一 方 、 ス テ ッ プ Ｓ ５ の 判 断 で 、 Ｙ Ｅ Ｓ （ 過 負 荷 ） の 場 合 に は 、 処 理 規 制 状 態 の 設 定 を 実 行
す る （ ス テ ッ プ Ｓ ６ ） 。 次 い で 、 ス テ ッ プ Ｓ ４ の 更 新 処 理 で 得 ら れ た 現 在 の 負 荷 か ら 、 ス
テ ッ プ Ｓ ３ で 読 み 出 さ れ た 負 荷 を 減 算 し て 、 現 在 の 負 荷 を 更 新 す る （ ス テ ッ プ Ｓ ７ ） 。 そ
し て 、 当 該 処 理 を 規 制 す る （ ス テ ッ プ Ｓ ８ ） 。
【 ０ ０ ３ １ 】
次 に 、 処 理 終 了 時 の 動 作 に つ い て 説 明 す る 。 図 ３ は 処 理 終 了 時 の 手 順 を 示 す フ ロ ー チ ャ ー
ト で あ る 。 こ の 図 ３ は 、 図 ２ に お け る 処 理 実 行 （ ス テ ッ プ Ｓ ９ ） に よ る 処 理 が 終 了 し た 後
の 手 順 を 示 し た も の で あ り 、 以 下 、 そ の 詳 細 を 図 ３ の フ ロ ー チ ャ ー ト に 示 す 処 理 手 順 に 従
っ て 説 明 す る 。
【 ０ ０ ３ ２ 】
任 意 の 処 理 が 終 了 す る と 、 終 了 し た 処 理 の 処 理 種 別 の 判 定 を 処 理 種 別 判 定 部 １ ０ ２ で 実 行
す る （ ス テ ッ プ Ｓ １ １ ） 。 次 い で 、 ス テ ッ プ Ｓ １ １ で 得 ら れ た 終 了 し た 処 理 に 対 応 し た 負
荷 を 各 処 理 毎 の 負 荷 記 憶 部 １ ０ １ か ら 読 み 出 す (ス テ ッ プ Ｓ １ ２ )。 そ し て 、 現 在 の 負 荷 か
ら 、 ス テ ッ プ Ｓ １ ２ で 得 ら れ た 負 荷 を 減 算 し て 、 現 在 の 負 荷 を 更 新 す る （ ス テ ッ プ Ｓ １ ３
） 。
【 ０ ０ ３ ３ 】
そ の 後 、 ス テ ッ プ Ｓ １ ３ の 更 新 処 理 で 得 ら れ た 現 在 の 負 荷 が 、 処 理 規 制 閾 値 記 憶 部 １ ０ ７
に 記 憶 さ れ て い る 予 め 決 め ら れ た 規 制 閾 値 よ り 大 き い か 否 か の 判 断 を 、 過 負 荷 状 態 判 定 部
１ ０ ５ で 実 行 す る （ ス テ ッ プ Ｓ １ ４ ） 。 ス テ ッ プ Ｓ １ ４ の 判 断 で Ｎ Ｏ （ 過 負 荷 で は な い ）
の 場 合 に は 、 処 理 規 制 状 態 の 解 除 を 実 行 す る （ ス テ ッ プ Ｓ １ ６ ） 。 な お 、 こ の 処 理 の 前 に
、 処 理 規 制 状 態 が 設 定 さ れ て い な け れ ば 、 そ の ま ま の 状 態 を 維 持 す る 。
【 ０ ０ ３ ４ 】
一 方 、 ス テ ッ プ Ｓ １ ４ の 判 断 で Ｙ Ｅ Ｓ （ 過 負 荷 ） の 場 合 に は 、 処 理 規 制 状 態 の 設 定 を 実 行
す る （ ス テ ッ プ Ｓ １ ５ ） 。 な お 、 こ の 処 理 の 前 に 、 処 理 規 制 状 態 が 設 定 さ れ て い れ ば 、 そ
の ま ま の 状 態 を 維 持 す る 。
【 ０ ０ ３ ５ 】
次 に 、 現 在 の 負 荷 の 監 視 処 理 に つ い て 説 明 す る 。 図 ４ は 現 在 の 負 荷 の 監 視 処 理 の 手 順 を 示
す フ ロ ー チ ャ ー ト で あ る 。
【 ０ ０ ３ ６ 】
現 在 の 負 荷 の 監 視 処 理 に お い て は 、 図 ４ に 示 す よ う に 、 負 荷 監 視 部 １ １ ０ に よ っ て 定 周 期
に 負 荷 を 監 視 し 、 そ の 監 視 結 果 と 現 在 の 負 荷 を 比 較 し て 更 新 す る 。 以 下 、 そ の 詳 細 を 図 ４
の フ ロ ー チ ャ ー ト に 示 す 処 理 手 順 に 従 っ て 説 明 す る 。
【 ０ ０ ３ ７ 】
ま ず 、 負 荷 監 視 部 １ １ ０ に よ っ て 定 期 的 に 監 視 す る （ ス テ ッ プ Ｓ ２ １ ） 。 以 下 、 こ の 結 果
を 監 視 結 果 と い う 。 そ し て 、 ス テ ッ プ Ｓ ２ １ で 得 ら れ た 監 視 結 果 が 、 現 在 の 負 荷 記 憶 部 １
０ ８ に 記 憶 さ れ て い る 現 在 の 負 荷 よ り も 大 き い か 否 か の 判 断 を す る （ ス テ ッ プ Ｓ ２ ２ ） 。
ス テ ッ プ Ｓ ２ ２ の 判 断 で 、 Ｙ Ｅ Ｓ （ 監 視 結 果 の 方 が 大 き い ） の 場 合 に は 、 監 視 結 果 に よ り
現 在 の 負 荷 記 憶 部 の 記 憶 値 を 更 新 す る （ ス テ ッ プ Ｓ ２ ３ ） 。
【 ０ ０ ３ ８ 】
そ し て 、 ス テ ッ プ Ｓ ２ ３ の 更 新 処 理 後 、 及 び ス テ ッ プ Ｓ ２ ２ の 判 断 が Ｎ Ｏ （ 監 視 結 果 の 方
が 小 さ い ） の 場 合 に は 、 現 在 の 負 荷 が 処 理 規 制 閾 値 記 憶 部 １ ０ ７ に 記 憶 さ れ て い る 予 め 決
め ら れ た 規 制 閾 値 よ り 大 き い か 否 か の 判 断 を 、 過 負 荷 状 態 判 定 部 １ ０ ５ で 実 行 す る （ ス テ
ッ プ Ｓ ２ ４ ） 。
【 ０ ０ ３ ９ 】
ス テ ッ プ Ｓ ２ ４ の 判 断 で Ｎ Ｏ （ 過 負 荷 で は な い ） の 場 合 に は 、 処 理 規 制 状 態 の 解 除 を 実 行
す る （ ス テ ッ プ Ｓ ２ ６ ） 。 な お 、 こ の 処 理 の 前 に 、 処 理 規 制 状 態 が 設 定 さ れ て い な け れ ば
、 そ の ま ま の 状 態 を 維 持 す る 。 一 方 、 ス テ ッ プ Ｓ ２ ４ の 判 断 で Ｙ Ｅ Ｓ （ 過 負 荷 ） の 場 合 に
は 、 処 理 規 制 状 態 の 設 定 を 実 行 す る （ ス テ ッ プ Ｓ ２ ５ ） 。 な お 、 こ の 処 理 の 前 に 、 処 理 規
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制 状 態 が 設 定 さ れ て い れ ば 、 そ の ま ま の 状 態 を 維 持 す る 。
【 ０ ０ ４ ０ 】
こ こ で 、 過 負 荷 状 態 判 定 部 １ ０ ５ 及 び 処 理 部 １ ０ ４ に お い て 自 動 負 荷 測 定 機 能 を 持 た せ た
場 合 の 動 作 手 順 に つ い て 説 明 す る 。 図 ５ は 自 動 負 荷 測 定 機 能 部 の 動 作 手 順 を 示 す フ ロ ー チ
ャ ー ト で あ る 。 こ の 場 合 、 負 荷 測 定 の 開 始 、 処 理 実 行 、 負 荷 測 定 の 終 了 の 後 に 、 測 定 結 果
を 測 定 し た 処 理 の 予 測 さ れ る 負 荷 の 上 昇 率 と し て 各 処 理 毎 の 負 荷 記 憶 部 １ ０ １ に 登 録 す る
。 以 下 、 そ の 詳 細 を 図 ５ の フ ロ ー チ ャ ー ト に 示 す 処 理 手 順 に 従 っ て 説 明 す る 。
【 ０ ０ ４ １ 】
ま ず 各 処 理 毎 に 負 荷 の 測 定 を 開 始 す る （ ス テ ッ プ Ｓ ３ １ ） 。 そ し て 処 理 の 実 行 が な さ れ （
ス テ ッ プ Ｓ ３ ２ ） 、 そ の 後 、 各 処 理 毎 の 負 荷 の 測 定 を 終 了 す る （ ス テ ッ プ Ｓ ３ ３ ） 。 そ し
て 、 測 定 結 果 を 測 定 し た 処 理 の 予 測 さ れ る 負 荷 （ 上 昇 値 ） と し て 各 処 理 毎 の 負 荷 記 憶 部 １
０ １ に 登 録 す る （ ス テ ッ プ Ｓ ３ ４ ） 。 こ れ に よ り 、 自 動 的 に 負 荷 測 定 を 行 っ て 予 測 さ れ る
負 荷 の 上 昇 率 と し て 記 憶 し 、 以 後 の 負 荷 制 御 に 利 用 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ４ ２ 】
な お 、 本 実 施 形 態 に お け る 、 複 数 の 処 理 に 要 す る 負 荷 の 設 定 を 、 基 地 局 と は 離 れ た 場 所 か
ら 、 ネ ッ ト ワ ー ク を 介 在 し て 行 う こ と も 可 能 で あ る 。
【 ０ ０ ４ ３ 】
ま た 、 図 １ に 関 す る 説 明 で は 、 １ 個 の 処 理 ブ ロ ッ ク を 構 成 す る プ ロ セ ッ サ か ら な る 基 地 局
の 構 成 と し て 説 明 が な さ れ て い る が 、 こ れ に 限 る も の で は な い 。 複 数 の プ ロ セ ッ サ に よ り
構 成 さ れ る シ ス テ ム と し て 、 前 記 要 求 さ れ た 処 理 の 実 行 を 規 制 す る 場 合 に は 、 別 の プ ロ セ
ッ サ に 当 該 要 求 さ れ た 処 理 の 実 行 を 振 り 分 け て 、 処 理 の 合 理 的 な 分 散 を 実 行 す る こ と も 可
能 で あ る 。
【 ０ ０ ４ ４ 】
上 述 し た よ う な 本 実 施 形 態 の 処 理 手 順 及 び 構 成 に よ り 、 移 動 体 通 信 シ ス テ ム の 基 地 局 装 置
、 交 換 機 、 ネ ッ ト ワ ー ク の 制 御 装 置 な ど に お い て 、 各 処 理 の 負 荷 を 予 測 し 、 輻 輳 状 態 に な
る 前 に 処 理 を 制 御 す る こ と が で き る の で 、 シ ス テ ム が 過 負 荷 に よ り ダ ウ ン す る こ と を 防 止
で き 、 安 定 し た 処 理 を 継 続 す る こ と が 可 能 と な る 。 こ れ に よ り 、 安 定 性 に 優 れ た シ ス テ ム
を 実 現 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ４ ５ 】
【 発 明 の 効 果 】
以 上 説 明 し た よ う に 本 発 明 に よ れ ば 、 移 動 体 通 信 シ ス テ ム の 基 地 局 装 置 な ど に お い て 、 シ
ス テ ム が 過 負 荷 に よ り ダ ウ ン す る こ と を 防 止 し 、 安 定 し た 処 理 を 継 続 す る こ と が 可 能 な 負
荷 制 御 方 法 及 び 負 荷 制 御 装 置 を 提 供 で き る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 図 １ 】 本 発 明 の 一 実 施 形 態 に 係 る 負 荷 制 御 方 法 及 び 負 荷 制 御 装 置 を 実 現 す る 基 地 局 装 置
の 構 成 例 を 示 す ブ ロ ッ ク 図
【 図 ２ 】 処 理 開 始 時 の 手 順 を 示 す フ ロ ー チ ャ ー ト
【 図 ３ 】 処 理 終 了 時 の 手 順 を 示 す フ ロ ー チ ャ ー ト
【 図 ４ 】 現 在 の 負 荷 の 監 視 処 理 の 手 順 を 示 す フ ロ ー チ ャ ー ト
【 図 ５ 】 自 動 負 荷 測 定 機 能 部 の 動 作 手 順 を 示 す フ ロ ー チ ャ ー ト
【 符 号 の 説 明 】
１ ０ ０ 　 基 地 局 装 置
１ ０ １ 　 各 処 理 毎 の 負 荷 記 憶 部
１ ０ ２ 　 処 理 種 別 判 定 部
１ ０ ３ 　 受 信 部
１ ０ ４ 　 処 理 部
１ ０ ５ 　 過 負 荷 状 態 判 定 部
１ ０ ６ 　 規 制 状 態 記 憶 部
１ ０ ７ 　 処 理 規 制 閾 値 記 憶 部
１ ０ ８ 　 現 在 の 負 荷 記 憶 部
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１ ０ ９ 　 現 在 の 負 荷 と 監 視 結 果 負 荷 比 較 部
１ １ ０ 　 負 荷 監 視 部
１ １ １ 　 タ イ マ

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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